
中央経営社労士事務所は、貴社の事業の芽をしっかり育むお手伝いをしてまいります。
 私たちは、どのような事案に対しても真摯に、そして親身に対応するという姿勢で業
務にあたっております。損得ではなく、“お客様にとって良い結果”をご提供できるよう、
最大限のサポートをさせていただきます。

①親身な対応・・・・・貴社の状況を踏まえた、親身な対応を心がけています。
②丁寧な説明・・・・・制度や規定に関する不明点など丁寧にご説明いたします。
③トータルサポート・・他分野の専門家との連携も密に図っています。
④多様な視点・・・・・事業を多様な視点から分析し、アドバイスいたします

給与計算業務においては、特に強みを発揮いたします。
当事務所の給与計算業務は一味違います。迅速・確実な対応に加え、給与ソフトメーカーのＯＢ
ＣとＰＣＡのインストラクター資格者でもある中村の丁寧なサポートで、大変好評をいただいて
います。また、税理士との連携により、税務面からのチェック機能も持ち合わせておりますので、安
心してお任せいただけます。
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人事労務のみならず、多種多様な相談にも
ワンストップで対応いたします。

　当事務所は、人事労務に関する業務に精通してい
るのはもちろんのこと、税理士や経営コンサルタント、
システムコンサルタントといった分野の専門家との交
流を活発に行い、時にはチームとして問題解決にあた
ることも可能です。それぞれの分野の特長を活かして
相互に情報を共有し、お客様のご依頼に対し、必ずご
満足いただける解決方法を提示いたします。

～主な業務～
●基本業務　　　給与・賞与計算、勤怠計算、有給休暇管理、住民税徴収額変更
●社労士業務　　労働・社会保険業務、労働保険の年度更新、月額変更届・算定基礎届
●相談業務　　　就業規則、各種助成金、労務管理　　　　　　　　　　　　　　など

人事労務分野の様々な無料診断を行っております。詳しくはホームページをご覧ください。
　⇒　http://nakamura-sr.info

03-5813-3721
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